
-一 一 意見を聞かせてくださいコ

バブリ ックコメントとは、久讐米市の曇本的な政讀

や彙鰐、It●などを作る過糧で、..や内害を広く市

罠の●さんに公畏し、●覺を求め、それらを彎●して

冨の作虞を遍めていく鯛震です．今回、次の寓件につ

いて●覺を●●します..集1111111は、9月9日四から

10月 10日困（必●）まで．襴出方法は氏名、遍縞先、

●覺を●いて樗●、●送、フアクス、電子メールで襴出．

書●は、●●疇●中に各霞い合わせ先、本庁會 l疇行

口賣顆コーナー、 各纏合支所、各市民センター、ぇ—

るピア久寵米、中央園●●、市ホームページなどで見

ることができます．

•: 遭m渭t轟マスターブランの見●し

．：•土地利用II壽方Itの躙定
急墨市計画繹 Ce830・852011所記入不要、

1%0942・30・9083、閲0942・30・9714、
釦 oshikel@clty.kurume.fukuoka.jp)

•: ●纏市計轟法に曇づく閥巽許可疇の曇準に111する景例

疇の改正寓

〇建築指導諫 ce830・852011所記入不要、

1%0942・30・9089、闊 0942・30・9743、
B kensi@city.kurume.fukuoka.jp) 

纏出●●などは遍輝しません.. 人情彎は、市●人情彎霙■彙例9こ●づ

き遍に●竃し拿す．なお、●覺を出した人への●胴の回害はしません．

「市街化調整区域Xl1駅周辺約500mエリア」

~ 

［イエローゾーンも陰外区濾に遍加l
レッドゾーンである「土砂災雪特別■戒

区臓Jは関発許可の踪外氾撃．いかなる蠅

合も閲発ができません．

令0の覺illしで、イエローゾーンといわ

れる 「土砂災害●戒区疇Jを踪外氾葦に追oo.
災喜の恐れのある遍所の聞発を抑え、安全

安心なまちにつなげま"§".

凰

（住宅が大幡に●てやすくJ
珊在、家を11てるとき、隣の家の散池か

ら50m以内で、50戸以上のll窃がつながっ

ている鴫所にしか這てられません． この彙

件を薫くし、飛ひ均的な嶋所にもllてられ

るように．土団の臼効活用につながりま~

ただし、 4m以上の蝙の遍路に面していな

い蝙所に●てることはできません．
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ここが変わる
道路を遭って分璽住宅題が●斃でき~
住宅を這てられるのは、 4m以上の蝙の遍璽に

している土坦で~-これまでは拉自に遍鵞を塾れな
かったため、遍路沿いにだけ住宅が並び、その霙の

土地を活用できないクースがあ9ました.~a、 遍
路が造れるようになったことで、大きな土均に遍罠

を通し、複数の住宅を●直分●販売フる宅四の鴫

発が可艦にな!2ま'§_

'/ 
1欝●遍路以外で店●OK":'憲達面覆―王賣も薫じn

これまで飲貪店やコンビニ、・襲所などを●てる

爛合は、国遍や県遍など指定された畔•遍冑沿いで、
てもOK

霰氾直i讀 1 .000n1以下という闊約がありました• こ

の見直しで、 畔●週閉1こ面している必妻がなくなり、

慰地iii讀のJ:1111も●魔広い〇咆が〇璽なドラックス＇

トアなどを重てられるよう！こなりま§.

て売りや貫賣用の戸●て住宅がOKに1

これまでは 自分が住むためのli宅しか罐てられ

ませんでしたが．この覺●しで．販売用や●翼用の

住宅を罐てられるようになつま1T.ただし ，，バー

にやマ．ンシ．ョンなどのJUlll:tもJ鳳てられ=.ttii.一岬邑にご』=~ — 
．． 
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